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■ 論

「法学分野の参照基準」と法学教育十

藤 本 亮

は じめに

まず、「法学分野の参照基準Jが まとまるまでの経緯について簡単に触れておきま

す。2008年 に、中央教育審議会はその答申 (中央教育審議会 2008)において「学士

力」という用語を用いて、大学教育の質保証についての方向性を打ち出しました。大

学を卒業したことで得られる「学士J号がどのような能力を証明するのかを明らかに

しようとする方向性をうちだしたわけです。大学教育には専門課程がありますので、

学士力が具体的に涵養される各分野の教育課程の特性とどのようにからみあうもので

あるかについて、文科省より日本学術会議に対して「大学教育の分野別質保証」のあ

り方についての審議・検討が依頼されました。日本学術会議では、まず「質保証」の

枠組みについての検討を行い、2010年 に「回答 。大学教育の分野別質保証の在り方に

ついて」がまとめられました (日 本学術会議 2010)。 この「回答」は二部構成で、質

保証の枠組みの検討、教養教育・共通教育との関係性、質保証と進路 (就職)と の接

合関係のそれぞれから問題が整理されています。それを受けて、各教育分野の特性を

も、まえつつ、各大学がその教育課程の目標と特徴を言語化する際の文字通り「参照基

準」である「分野別参照基準Jを作成 していくという流れとなったわけです。「分野

別参照基準」は30分野で作成されることを予定されています。現在までに法学を含む

7分野で「参照基準」が公表されました (1)。

† 本稿は、「法学分野の参照基準J作成にかかわった経験を踏まえて行ってきた講演 (藤本

20112012,2013a2013b)の記録に大幅な加筆修正をしたものである。ベースとなって

いる講演は藤本 (2012)で ある。

(1)すでに公表されている参照基準は、経営学 (2012/8/31公 表)、 法学 (2012/11/30公 表)、

言語。文化 (2012/11/30公 表)、 家政学 (2013/5/15公表)、 機械工学 (2013/8/19公 表)、

数理科学 (2013/9/18公表)、 生物学 (2013/10/9公 表)の 7分野である。また、2014年 2月

現在作成過程にある参照基準は、土木工学・建築学、経済学、史学、社会学、政治学、心

理学、農学、医学、社会福祉学、化学、情報学 (情報科学技術教育)、 電気電子工学の13

分野である。
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「法学分野の参照基準の検討分科会」では、2011年 3月 から2012年秋にかけて審議

を行い、「法学分野の参照基準」を作成 。公表 しました。 この分科会の親委員会は

「大学分野別質保証の在り方検討委員会」となります。この分科会に、委員として約

1年間参加 して、法学分野の参照基準案の作成にかかわらせていただいた経験を踏ま

え、この「法学分野の参照基準」(2)の概要について説明をした後、大学法学教育をめ

ぐる環境を前提としつつ、この「法学分野の参照基準」を「参照」しながら、法学専

門教育のカリキュラムを考えていく際の考え方についての私見をお示しします。

法学分野の参照基準の概要

学ぶ立場から理解可能な基準

大学の教育は専門教育だけではありませんので、教養教育との関連、高校の教育課

程との関連、あるいは外部試験それから卒業後の進路といった部分との関連を考える

必要があります。また、法学の専門教育というのは、例えば法学部あるいは法学科の

カリキュラムともイコールではありません。なぜならば法学部、伝統的な典型的法学

(部)教育の中には政治学 。行政学というのが大きなウェイ トを占めて存在している

からです。ですから、ここで参照基準として挙げられているのは、決して法学部の典

型的なカリキュラムを想定したものではなく、あくまで法学の専門教育、学術的な分

類を前提としたものであるということです。当然学部の特性によっては法律学と経済

学というのが同じ学部の中にあったり、あるいは同じ学科の中にあったりというよう

なことがあると思います。そのような場合には、その学部のカリキュラムを考える、

あるいは目標を考える、理念を考える立場の方々である当事者がやはりしっかりと考

えて、学生たちにきちんと、学生が理解できるまで説明するということが最終的に目

標とするところだということを、最初に強調させていただきたいと思います。

法学分野の参照基準の全体の構成

全体の構成でありますが、大きく6部構成になっています。背景事情に触れた「 1

はじめに」に次いで、「 2.法学の定義」、それから「 3.法学分野の固有の特性」と続

きます。ここまでは法学というのは一体何かということについて記されています。そ

の次に、「 4.法学を学ぶ全ての学生が身につけることを目指すべき基本的素養」が述

べられます。この「基本的素養」は学修方法および学修成果の評価方法に関する基本

(2)「法学分野の参照基準」は学術会議のウェブページで公開されている。なお、本稿で示さ

れる解釈や私見はあくまで著者個人の責任で公表するものであり、学術会議あるいは法学

分野の参照基準の検討分科会の見解ではない。
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的な考え方でいわば教える内容あるいは学生が到達すべき、身につけるべき能力であっ

たリスキルであったりを示 していますが、「 5学修方法および学修成果の評価方法に

関する基本的な考え方Jではそれをいかにして学修するか、あるいは身についたかど

うかをどのように評価するか、そしてさらにはその教え方、身につけさせ方、学修の

させ方などがきちんと体系化されてきているかをどう評価するのかといったようなこ

とも含めて言及されています。「 6_市民性の涵養をめぐる専門教育 と教養教育の関わ

り」では、法学 (部)教育というのが専門教育だけで成 り立っているわけではありま

せんので、教養教育との関連性というのを意識 したものです。最後に、「 7.法学教員

の問題Jと して、教える側についても言及があります。

法学について (「 2法学の定義」・「 3.法学分野の固有の特性」)

内容をかいつまんでまとめたものを表の形でも文中にお示 しします。「法学分野の

固有の特性」の節に書かれている法学の一般的性質としまして、やはり伝統的に法理

論の研究が中心であるということと専門分化がとても進んでいるということが指摘さ

れています。 これは教える側、あるいは研究する側、あるいは学問分野の側の分類で

ありますけれども、他方で、典型的な法学部の教育目標は、ジェネラリス ト養成です。

しかも法曹養成、つまり実務家養成教育には直結 していない (い なかった)と いうこ

とに言及されています。

確かに司法試験を目指す法学部生がたくさんいたわけです。 例えば70年代末から

80年代にかけては、司法試験の予備校が非常に大きくなりました。あるいは、それ以

前か ら法学部の司法試験の受験者数、合格者数が多い私立大学を中心に、法学部の教

育課程とは別個に司法試験の準備のための法職課程等がありました。その点でも、法

学部の教育は司法試験 と「直結Jし ていなかったといえます。 この法職課程等に入る

ためには選抜試験を受ける場合 もあったりします し、独自の建物まで持っているよう

な受験団体 もあったりします。そこに試験を受けて入って、勉強するわけです。それ

は、法学部のカ リキュラムに基づいた教育課程と関連はしているけれど、それとは別

の授業を受け、別の勉強をするというような仕組みと考えられます。
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2法学の定義 多面的な生活領域、多面的な規範

3法学に固有の

特性

a)法学の一般的

性格
規範の背後にある価値をも対象とする

(21わが国の法学
の特有の性格

①学問としての法学 法理論研究が中心、法分野の専門イヒの進行

②大学における法学

教育が要請しよう

としてきた人材

法曹養成轍 業教育)で はなかった

ジェネラリスト養成

0)法学教育の今
日の問題点と

今後の方向

①法学教育の役割 法科大学院設置後も大きな変化なし

②わが国の法学の新
たな動向

社会における法のあり方へも着目

専門分化が全体像理解を損なっている

法学全体についてのオリエンテーションの必

難

③大学問の差異と進

学率の増加がもた

らす問題

ユニバーサル化を否定的にではなく積極的に

とらえる
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ですから、法学部の教育の中ではこの法曹養成という目的というのは、実体として

は中心にはなかったことを特徴として挙げてあります。他方で、ジェネラリストはい

ろいろな定義ができるかもしれませんが、いずれにせよ、ジェネラリストをどのよう

に教育するのかということについてはこれまでまだ深い話ができてきていなかったの

だと思います。

では、現在この法学教育というのはどのようになってきたのかということですけれ

ども、従来の修士・博士課程とは別に法科大学院が設置されました。法科大学院は、

法曹養成を直接の目的として設置されています。法科大学院にはいろいろ問題があり

ますけれども、それはちょっと置いておきます。少しデフォルメして表現すれば、法

学部は今まで法曹養成教育もやっていたけれども、その部分は法科大学院に抜かれま

したということではなくて、元々そこには法曹養成教育はなかったともいえるのです。

法科大学院設置後も、法学部の教育目的、役割といったものについては、大きく変化

はないというように認識できるわけということがここに記述されています。

新 しい法学の動向ということで、社会における法のあり方への着目に触れられてい

ますが、ここで少し強調しておきたいのは、専門分化の進行であります。これ自体が

全体的な法律学の翼というものを学生の側で見失わせてしまっていることがあります

が、それは教える側についてもいえることです。例えば私は民法のOOしかやりませ

ん、私は刑事手続法の○○しかやりませんというような極端な専門化の状況です。

当然ながら、司法試験あるいは法律実務家を養成する課程においては、これだけで

は通用しません。しかし現実にいわゆる学術的な研究においては専門分化が非常に進

行してきています。これがいいのか悪いのかは別の話です。研究者の側での専門分化

が進行 していることと、実務家としての「包括的な」法律家をどのように養成するの

かということとの、乖離が発生しているというようなことに着目することは重要だと
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考えます。その結果として、法学全体としてのオリエンテーションというものが非常

に重要になってくるということにつながっていきます。

身につけるべき基本的素養について (「 4.法学を学ぶすべての学生が身につけるこ

とを目指すべき基本的素養)

次に、「 4基本的素養」では、法学を学ぶ全ての学生が身につけることを目指す基

本的素養が示されます。これは分科会として一番まとめるのが大変だったところです。

大学教育のユニバーサル化を一つの前提として押さえてあります。そのもとで法学教

育の具体的なニーズも多様化しているということです。それから、法学履修者の現実

を踏まえつつ、これはユニバーサル化も含めて、また広い教育目的と柔軟な内容設定が

必要です。このユニバーサル化については、あとでまたお話しすることにいたします。

基本的素養の内容として、一応進路を大きく三つに分けて参照基準の中で示してい

ます。一つは法曹養成であります。二つめは法技術をマスターした非法曹やリーダー

養成、三つめに法的市民の育成という形で整理 して示してあります。これ自体も例示

ですから、実際にはこのように簡単に三つに分けられるわけではありません。ですが、

考えるための一つのきっかけとして、この三つを挙げているわけです。

法曹養成といっても、これは専門的・技術的教育ではありません。学部段階におい

て、まずは基本的素養を身につけてもらうということであります。非法曹やリーダー

というのは、進路において重点的な学習ということをしっかりとやっていく必要があ

るのではないかということが書いてあります。 3番 目の法的市民の育成ということで

は、法的な基本的素養、法的リテラシーということが教育内容として示唆されます。

このような、進路別の区分を超えての共通する基本要素として、ここでは五つの項

目が挙げられています。国家の仕組みや人権、あるいは法律条文や規則などの読解能

力、所有権の保障や契約の自由など法原則をきっちり理解 していることや、司法機関、

準司法機関、警察、刑事系への理解というものです。そして、法的判断における規範

的判断の意義とは、自然科学的な判断とは異なる違うということです。

それから、当然、結論の選択性と説得の論理に触れられています。法学においては

やはり正解は一つではありません。高校までの中等教育を受けて大学に入ってきて法

律学を学ぶ。そうすると大学の授業では、正解がないとよくいわれるけれどもその意

味が分からない学生が少なくありません。授業の中でも学生は「適切ですか」という

ように聞かないで「正しいですか」としか質問しない傾向があります。正しいか間違っ

ているかという判断基準 しかないのです。法律学というのは全部がそのようなもので

ないですし、さらに法学には説得の論理を身につけるという側面もあります。説得と

いっても一定の法律という仕組みによって枠が決められていて、その枠を身につけな

ければ法律学的な議論や説得はできないわけです。そのようなことを身につける、そ
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れが法学教育によって身につ く基本的な素養の一つだろうというように考えられてい

ます。

特定の分野において学ぶことができる、得 られる素養ということでは、公法学・民

事法学・刑事法学 。社会法学 。国際関係法学・基礎法学 。新領域法学という分類で、

この分野を勉強すれば身につけることができる素養が述べられています。そして、そ

の次がジェネ リックスキルです。 これは教養、あるいは共通教育などとも結びつ く部

分で、学士力についての総論とも強 く結びつ く部分であります。公と私の認識、人権

感覚、調整能力、説得能力、交渉力、組織マネージメント、危機管理力・指導力、 こ

46

4法学を学ぶす
べての学生が身
につけることを

目指すべき基本

的素養

は)大学教育のユ

ニバーサル化
と法学教育

法学教育の具体的ニーズも多様化

法学教育の内容と方法を検討・開発する必要

法学履修者の現実を踏まえ、広い教育目的と

柔軟な内容設定が必要

2)考えられる基

本的素養の内

容

法曹養成 専門的技術的教育ではなく基本的素養

法技術をマスターし

た非法曹やリーダー

育成

進路に応じた重点的な学修

法的市民育成 法的な基本素養 (法的リテランー)

共通する基本的素養

①国家における法規の構造や国家制度の服

基本的人権の思想やその現実のあり方など

についての基本的な理解

②正確な法律条文や規則などの読解能力 (法

治主義、適正手続 (デ ュー・ プロセス)、

罪刑法定主義、所有権の保障や契約自由な

どの諸法原則の理解)

③司法機関、準司法機関、警察・刑事制度の

理解
④法的判断における「規範的判断」の意義の

理解 (自 然科学的判断とは異なる)

⑤結論の選択性と説得の論理としての法学

⑥多様な見解の間での利害の得失を分析し、
その間の調整能力を涵養

⑦グローパル化する社会における法的紛争の

調整能力

3)特定の法学分

野を深く学ぶ

ことで得られ

る素養

公法学

民事法学

刑事法学

社会法学

国際関係法学
基礎法学

新領域法学

(4)ジ ェネ リック

スキル

「公Jと「私Jの認識

人権感覚の向上

調整能力の向上

弁論能力の向上

交渉力の向上

組織マネージメント能力

危機管理力・指導力の向上
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のようなものをやはり向上 させていく身につけるといったようなことも法学教育を受

ける学生に共通する素養として考えられます。

学修方法と成績評価 (「5学修方法及び学修成果の評価方法に関する基本的な考え方」)

次は学修方法ということになります。学修方法および、それから学修成果の評価方

法に関する基本的な考え方が示されていますが、基本的には、ユニバーサル化を意識

して学習方法を提示 しています。「教育方法」ではなく「学修方法」と学ぶ側の立場

が強調してあります。 1か ら6ま でありますが、これも例示であります。一つは伝統

的な大講義です。それから2番目が演習、 3番目が卒業論文等の作成、 4番目が文献

の購読、 5番目が実習 。現場教育、フィールドヮーク等です。 6番目に他大学との定

期的な合同演習やディベートの大会などを例示しております。

ところが、先ほど少 し触れたのですけれども、法学の学修に関して、困難な現実的

課題が二つあります。一つが法学教育の目的の多様性からインセンティプが低いとい

うことです。何のために勉強しているかの目的が見えにくい。だから、オリエンテー

ションが大事という論点につながります。もう一つは、正解が一つではないことや規

範的判断構造自体が日常的な直感的感性的思考の構造とは異なるという点です。非常

5学修方法及び

学修成果の評価

方法に関する基

本的な考え方

0濡価の観点

①比較的大人数での

講義方式

法に関する基本的な考え方や個別知識の修得
の程度を確認するとともに、それらを用いて

適切に特定の事象や課題を分析 したり説明し
たりすることができるかどうかを評価

②少人数による演習
形式での教育

基本的な考え方や個別知識を修得したかどう
かという点と並んで、自分なりの意見を適切
にまとめ、異なる意見を持つ者と対話 してい

く中で、より高次の認識の次元に至ることが

できたかどうか等もまた、重要な評価の視点
となる

③卒業論文等

評価のさまざまなポイントをどのぐらい重視
するかも含め、最終的には当該分野や事項に

関して深い知識を持った評価者の高度な評価

能力に依存する

④法学や広く社会科

学に関する古典文
献、その他の文献
の講読

その文献自体の適切な理解と並んで、その文
献の背景にある文脈や合意、その文献から読
みとつたものを一般化しつつ他の事象に応用
していく能力

⑤実習・現場教育
授業場面での観察であれ、事後的なふり返り
であれ、それを評価するにあたっては一律の

評価尺度や達成すべき水準の指標は存在せず、
どの要素をどう評価 していくかは、深い知識
を持った評価者の高度な評価・半1断能力に依
存する

⑥他大学との定期的
な合同演習や、
ディベート

個別大学の自主性の

尊重

′
仕
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に人工的な論理構造を学ぶわけですけれども、それ自体に戸惑 って しまう。全体像が

つかめないゆえに、具体的な方向での位置づけがなかなか見えてこないから、今やっ

ているこの科目のこの部分というのが、なぜこれを勉強 しなければいけないのかとい

うことについての理解が非常に弱 くなるということを、 ここで言っております。

各項目には評価についての記述もあります。やはり授業の形態や、その実施方法に

よって、評価のしかたも違ってくるだろうということがいえるわけであります。比較

的大人数での講義ということでも、基本的考えや個別知識の取得を確認 します。それ

から、適切に特性の違いや課題を分析 したり説明 したりができるかどうか。 これは現

在すでに多 くの教室でなされていることをそのまま表現 していると、私は理解 してい

ます。講義をして例えば法律の概念について説明をする。説明 したその概念について

言語で説明できるか、さらには、その概念を使って、一定の法律問題について応用が

利 くかというようなことを、法学教師はテス トで評価 しているわけですから、それを

表現 しているのです。

少人数の演習形式での教育ということですけれども、 これも自分なりの意見をまと

めたり、対話やより高度な認識の次元 といったようなことにつながります。それで卒

業論文等ではいろいろ評価が多面的になれさるのだか ら、結局 これについては、「深

い知識を持った評価者の高度な評価能力に依存する」というように書いてあります。

これは、教員の能力、技能、モラルに依存するところです。

4番 目は法学やいろいろな古典文献などの文献購読です。これもやはり他の事象に

応用と書いてありますけれども、文献をきちんと読みとって、概念をきちんととれる

かどうかというようなことから評価されています。

それから、実習あるいは合同演習、パフォーマンスの要素を含む授業です。 このよ

うなものでは授業の中で観察 して評価をする。あるいは事後的なふり返 りで評価する

といっても、やはりなかなかこれは難 しい、誰でも同 じというようにはいかないわけ

です。オ リンピックの採点を伴 う競技でも審判によって点数が違 うのと一緒ですので、

このパフォーマンスの評価 というのには、実はすごいばらつきがあります。

後半でお話 しする私見とも関係 しますが、 このように教育の効果は、パフォーマン

スという視点でみることができます。パフォーマンスの評価 というのは一律の基準で

はできません。評価者によって成績にものすごくばらつきが出ます。論述式の試験採

点結果や面接試験の採点結果は、かなリマニュアルを整理 して、「客観的Jに採点で

きるようにしても採点者によってばらつきます。そのようなことから逆にみえて くる

ことは、教える側、評価する側がいかにその評価のための労力を目的的に追求するか

が大切かということです。

ここに示されている学修方法と評価方法の方向性は、例示でありますので、一律に

どの教育課程 も従うべきものというわけではありません。ですから、この項の最後に
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「各大学の自主性の尊重」に言及して、それを再確認 しています。

5の市民性の涵養ということですけれども、これは教養教育との関係がでてまいり

ます。それから、「 (2)法学部における専門教育の基礎としての法学基礎教育」は各分

野の基礎的素養として先ほど全体的なところでいわれていたものに対応するだろうと

思います。頻度の高い具体例の理解、司法制度の利用のしかた、グローバル化への対

応、市民性の涵養、日本の法曹についての知見、世界といってもいいと思いますけれ

ども法曹についての知見が例示されています。「 (3)教養教育としての法学教育」で示

されている憲法の定める民主主義、基本的人権の理解は大事です。個人的にはもっと

司法制度の利用のしかたを教えなければと思いますけれども、枠組みとしてこのよう

に述べてあります。

重要なのは、この法学基礎教育という視点です。専門教育でも教養教育でも、これ

を、この大学教育の質保証あるいは学士力といったようなものを考えていく中で、積

極的に位置づけていく必要があると思います。参照基準をカリキュラムに生かすとい

うときに、例えばうちは法学士を出しているから法学分野の参照基準だけを参照して

カリキュラムを構成しますというようにはいかないということはここからも分かりま

す。それぞれの大学によって教養教育や共通教育は異同がありますし、また掲げてい

る目的によって、今度は法学基礎的な科目と、それからいわゆる法律専門科日といっ

たものもまたさまざまなわけであります。このような点を含めたうえで、それぞれの

学部のカリキュラムということを考えていく必要があると思います。

市民性の涵養 (「 5.市民性の涵養を巡る専門教育と教養教育の関わり」)

5市民性の涵養
を巡る専門教育
と教養教育の関
わり

(1)教養教育と法学専門教育との関係 一般的教養教育の重要性

佗)法学部における専門教育の基礎とし
ての法学基礎教育

頻度の高い具体例の理解
司法制度の利用の仕方
グローパル化への対応

市民性の涵養
日本の法曹についての知見

3)教養教育としての法学教育 憲法の定める民主主義、基本的人権の理解

教員の課題 (「 6.法学教員の問題」)

様々な法学教育の必要性に見合った法学教育を遂行する能力をもつ「法学教員像Jの
明確化
法学教員は各分野の専門的研究を通じて専門に関して研鑽を積み、その結果を踏まえ
て教育を行う育ヒカを有する必要 (研究能力)

それだけではなお不十分であり、そこから進んで自己の専門分野をより広い観点から

位置づけて、それに基づいた専門教育を行うこと、さらに、法学の全体像をも説明し
ながら、十全な知識と素養を初学者に教授できる育旨力を有する必要 (教育能力)

ことに初学者に対しては、権威主義的な教育姿勢を」卜し、平易な用語や身近な設例を

用いた教授法を採用する必要もあろう

6法学教員の間
題
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最後は教員の問題です。一つは教員の専門性、研究能力としての専門性だけでは不

十分で、教育には足 りないということを明確に述べています。教育能力というのは、

専門的な研究能力とは、一定程度独立 した能力であるということをここで確認 してい

ます。 とりわけ初学者の教育というものに関 しては、このことが強 く言えます。です

か ら、引用 しますと、「 自己の専門分野をより広い観点か ら位置づけてそれに基づい

た専門教育を行 うことJ、 さらに、「法学の全体像をも説明しながら十全な知識と素養

を初学者に教授できる能力を有する必要」ということになります。 ことに初学者に対

しては権威主義的な教育というのは避け、平易な用語、身近な説明など、よくいわれ

ることが書いてありますけれども、研究 と教育といういささか言い古された二重の視

点から、教育者の側が、個々の方向性と学部あるいは学科単位での方向性を考えてい

く必要があるということがいえるで しょう。

参照基準の捉え方

今見てきました参照基準は約30ペ ージに渡っての文書です。この参照基準を活用す

る、あるいは引用する、あるいは、とりあえず読んでみる上での、考え方、捉え方と

いうことをいくつか整理してみます。

参照基準は学問分野の公式体系化ではない

参照基準は、法学分野を公式に体系化したものではありません。研究者にとっての

学問上の公式見解をまとめたものではなく、教育課程編成にあたって参照してもらう

ためのものです。

参照基準は教育上のミニマムスタンダー ドではない

研究ではなく教育上でも、参照基準は教えるべき最低限の内容やそのための方法を

示したものではありません。法学部を卒業するにはこれとあれとそれが分かっていな

ければいけないというようなことは、一切書いてありません。教育課程の目標や方法

というのは大学の裁量で考えられるべきという前提で記述がされています。

参照基準は外部からの評価基準ではない

参照基準は外部からの評価基準でもありません。近時の大学は各種評価で「評価疲

れ」というようなこともいわれていますが、それにさらに屋上屋を重ねることは意図

されていません。むしろ自己評価の基準を作成するための素材です。外部評価に依存

して、外的な評価基準だけで考えるのではなく、自ら目標を立ててそのための方法を

探す。それがきちんと達成されているかどうかを自ら評価するというような自律的な
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自己評価 システムのプロセスを確立するための、一つの参考材料 ということがありま

す。

「新 しい」教育方法や評価方法を一律に導入すべきということではない

新 しい教育方法や評価方法を「皆さん一斉にどうぞやりなさいJと いうことでもあ

りません。例えば、法学の伝統的な評価方法は、 ドイツ流の試験重視スタイルです。

授業などは極端に言えば試験の付随物であって、とにかく最終学期末試験に向けて、

単位さえ取ればあなたは法学部卒業生です、というスタイルがあるわけです。だから、

これは古 くさくてけしからんということではなくて、大講義で期末試験のみという評

価であっても、その目的と方法についてきちんと学生が理解 していて、教える側 もそ

れを自覚 したうえで明示的に説明できているということが大事になってくるわけです。

そして、その個別授業の説明自体が専門の学部学科のカリキュラム、あるいは全体的

な中できちんと位置づけられているかということです。

ですから、さらに自分ではこうやっていますと学生に説明 しながら、それは全体の

中でどう位置付けられているか、そして、そのようなやり方をすることによって、意

図 している能力を学生がきちんと身につけているかの確認作業が組み込まれていなけ

ればいけないで しょうということを、明示 して強 く出しているわけです。それは単に

一方的に説明するだけではなく、 このような教育方法を取 って教育することで、学生

自身がこのような能力を身につけましたとわかるようになることを意図 しています。

何でも書いてありますが、何も書いてません

具体的には各大学が参照基準を利用 しつつ、その教育課程の目標、方法、カリキュ

ラムを編成 し、その説明をするための一種の目次のようなものであるというように理

解 していただくのがよろしいかと思います。

大事なことは、この説明というのは、受験生 。学生向けに説明するものであるとい

うことなのです。 この参照基準というのは対外的に説明できるものといいますけれど

も、まず受験生や学生が理解できなければ、対外的な説明というのは、何のためにし

ているのかということになりかねないと思います。

例えば学生が就職活動で、あなたはどのような勉強をしたのですかと尋ねられた時

に、このような勉強をしてきました、特にゼ ミではこのような勉強をしましたけれど

も、全体 としては、 これとこれをこのようなカリキュラムに従 ってやりました、 これ

のおかげでこのようなことが能力や考え方を身につけました、 ということを説明でき

るためには、その説明をするその本人が理解 しなければいけないわけです。ですから

文科省に対 しての説明、あるいは大学のホームページなどに載せるだけの紋切 り型の

説明ではだめだということです。 とにか く、学生が理解 し、それを理解できていると
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いうことは、 これは教育効果の点で有効で もあります。私は何のためにこれをやって

いるということを示すということは、一定の目的意識を持たせる、インセ ンティブに

もつなが って くるわけであります。

技能としての学修スキルの習得の重視

そしてもう一つ、これはまた専門教育だけではないという論点と関わる部分 も大き

いのですけれども、技能としての学修技術の修得 ということです。大学での学修とい

うのは一種のスキル、実技です。最近翻訳に参加させていただいた本に『アメリカの

法曹養成』があります (サ リバン 2013)。 サ リバ ンという著名な教育学者が共著者と

ともに、ロースクールの教育について書いているのです。その中でもこれもスキルの

取得というのが一筋縄ではいかないということが、教育学の知見を引用 していろいろ

説明がされています。つまリコンピューターにプログラムを打ち込むように、 このよ

うに体系だったものを「 はい、どうぞ」と見せただけでは、このようなパフォーマン

ス能力は身につかないということが示されています。きちんと往復作業をしなければ

いけないし、パフォーマンスをさせるために、お手本を見せる。それからまねさせる。

そしてそれを評価する。そして実際に応用 してみる。 このような作業 も含めて反復作

業がなければ、 このスキルは身につかないということなのです。学部教育における学

習スキルにひきつければ、 レポー トと卒業論文の書き方のハウツー本を渡 して、「 は

い、 これのとおりに書 きなさい」といっても誰 もができるようにはならないというこ

とです。学習スキルも、一種のスキル、実技、パフォーマンス能力としてとらえ、教

育学における学習理論 (Learning Theory)の成果 も
=、

まえ、やはり自覚的に目的

意識を持って教育する必要かあるというように私は考えます。

多 くの分野と同様に、法学教育の中で、学習スキルの教育は、解説、実践、 シミュ

レーション、評価といったようなサイクルでなされます。論文・判例の読み方、六法

の引き方、報告のしかた、テス ト答案の構成のしかた、 レポー トの書き方といったも

のもここに含まれるといえます。これは残念ながら現在、組織的にきちんと教えると

いうことがなされているというようには思えません。個別の先生たちはものすごく工

夫されていると思うのです。でもそれが多 くの大学で当たり前に組織的にできている

かというと、やはりそれはとてもそうだとは言えないというようにみえます。

例えば 1年生科目で論文や レポー トというのはこう書 くのです。テス トの答案はこ

う書 くのですと授業を組みますが、現実にはそれだけでは不十分だということなので

す。全ての授業において、一定程度の反復練習というものがされて、初めてこのよう

な技能というのが身について くる。その技能を身につけることで、また知識 として法

律学の思考方法、あるいは表現方法 も身について くるというような、 このような視点

も教育を担 う組織の構成員が共有 して活用 していく方法というのが考えられるという
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ように思います。

教育組織としての「説明」が大切

もう一つは、今少 し触れましたけれども、教育組織としての説明というのが大事だ

ろうと考えます。個々の教員の授業でさかんになされている創意工夫というものを共

有する。それをいか しつつ教育組織として組織的に取 り組むのです。いわゆる負のス

パイラルに陥 らないようにこれを用いていくということです。授業評価アンケー トを

ガンガンやって点数評価 し、公開 しているところは日本の大学で増えてきました。 し

か し、全体的にみるとこれが本当の意味の Faculty Developmentに はつなが らず、

いわば悪 しき循環にはまっていると思えます。

例えば、 日本の大学は700ぐ らいありますけれども、今年のベス トティーチャーを

選んでいる大学は、数えるほどしかありません。つまリネガティブな減点法の評価ば

かりが先行 し、大学 として積極的にこのように教育 したいという目標があって、そし

てその目標へ向けての方法があって、それに基づいての評価をするということが自覚

されていなくて、最後のところだけ、評価のところだけ先に持 って来るから、そのよ

うな負のスパイラルになるという構造だろうと思います。何か新 しいことをやらなく

ても、今やっていることを言語化するということが、第一の課題だろうというように

思います。

バ ンフレットや履修案内にこうしたことは、そのレトリックが紋切 り型になりがち

とはいえ、実はすでに書いてあるのです。うちの大学ではこのような勉強ができます、

モデルカリキュラムはこうです。公務員になる人はこのようなカリキュラムで、 3年

生でこのような科目をとります。 4年生でとれるのはこのような科日です。 こうした

ことはもうすでに書いてある。 こうしたこれまでの取 り組みを抜本的に改善 。強化す

るための素材 として、この法学分野の参照基準 というのを考えていただければと思 う

わけです。教員組織でそれをきちんと共有するということが大切になってきます。先

ほども言いましたけれども、教育課程を説明 して、きれいなモデルカリキュラムを作っ

ただけでは学生の学修は進まない。それらが学生に分かりにくい、あるいは実効性を

持たないという原因の一つに、何を「教えるかJの話 しかでてこない点があります。

学生が何が身につけられるかの話が具体的にはわからないのです。ですか ら、その部

分がオープンになり、そこをどう説明するのかということを考えていかなければいけ

ないと思います。考え方の素材として、 この参照基準を活用 してほしいということで

す。

このようなことをお話 ししますと、必ず出て くるのがこのようなものが、たとえ学

修目標として学生を主語にして書いても、誰 も読みはしないし、誰 も参考にしない。

絵に描いた餅で、無駄な労力ではないのかということです。けれども、無駄な労力と
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しないように、日本の大学教育の現実を踏まえた形で作っていくことが求められてい

るのではないでしょうか?

大学教育の現実を踏まえる

250

160

100

0

審1992

ぶ
椰
饉
や
訃
Ｋ

進学率の上昇の国際比較

【図】は皆さんよくご存じの進

学率のデータです。1992年には臨

時定員増があって大学入学定員が

最大の年です。2009年 と比較 して

います。約17年の間での差を調べ

ますと、入学定員は増えているけ

れども、18歳人口は減って、高校

卒業生数が減って、大学志願者数

当然志願率は増える。だけれども大

92年には90万人ぐらいいたのが、今

も減って、けれども大学入学者数は増えている。

学入学志願者数は減っています。ざっと言って、

は60万人弱です。
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!20m 02000 ar99s
％

∞

”

帥

”

ω

Ю

の

∞

カ

１０

０

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

ト
ル
コ

ベ
ル
ギ
ー

メ
キ
シ
ヨ

ド
イ
ツ

ス
イ
ス

ス
ペ
イ
ン

エ
ス
ト
ニ
ア

ギ
リ
シ
ヤ

チ
リ

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

日
本

オ
ー
ス
ト
リ
ア

イ
タ
リ
ア

I.:fte enb-y r.te! lor lertiary-lpe A programmer include tlle entry llte€ tor tertiarytlPe B Fogrsmmst.
tnond.s arerfi}'dtn d.K.. |ng ordd oJ efr.ry naJot tat qry't'F A cd,jtrJtrton h ZAOE.

Soor.a OEcD,T.bl€A2.4. Se! Anner 3 for rctcr (},,t'r o@d.otg /d /ea820to)'
$t alrt< QF !dtD:/lih,d,(-egl10.1?s7l&ls93c|10111

54



静岡法務雑誌 第 6号 (2014年 3月 )

進学率が上昇 している状況はOECD諸 国の共通の傾向です。日本は、OECD諸
国の中では真ん中よりまだ下です。日本の進学率は特別高いわけではない、特別低い

わけで もないということがいえると思います。統計の取り方で、専門学校をどこまで

入れるか、短大をどうするか、それはカウントのしかたで大きく変わってきます。そ

れをなるだけそろうようにして、OECD事 務局が公表 しているものです。

進学率上昇の学力面への影響

現在、進学率の上昇、大学進学のユニバーサル化ということで生 じる影響として学

力水準の低下がもう長いこと問題視されています。それゆえにこうした学士力や参照

基準が提案されているわけです。大学の入学偏差値というのは、入学試験が多様化 し

ていることから信頼できないというような意見もあるし、大学の評判や大学力など、

いろいろな雑誌でも、単に偏差値だけではないランキングなどが発表されるようになっ

ています。 しか し、それでもなお入学偏差値は、大学で入学者を受け入れる側にとっ

て、学生の学力水準をみる一つの測度 となっています。見た日での偏差値の低下は多

くの大学教員 も気にしているところで しょう(3)。 特に中堅校以下では、見た目も偏

差値が下がっているし、教員の日からみても、相対的な学力水準が下がっているので

す。だから、今までだったら宿題を出したらみんなやってきたけれど今年の学生はで

きないというような感想が教員か らもれてくるわけです。

さきほどみたように、進
「ユニバーサル化」による「学力水準」への影響シミュレーション    立_  , ,. ― ―   ヽ~~‐ ‐~   

学率は上がっているけれど

も人数は少なくなっている。

これをふまえて、左の図に

-1992推定偏き埴   示 したように、92年 と同じ

-2009推定偏ヨ直   進学率であったとしたらど

‐調整浄O191睫 偏差値  うなる力)を シュミレーショ

ンすると実際には見た日以

・ 1992′ η
"推

定偏差値‐大学志願者数をベースとして成績分布を仮定して席次をベースに計算した
指定偏差値

・ 萌菫済2009偏 差値‐人口滅 (あるいは高卒者数滅)ま前提とし、進学志願津 進学旱が変動しなかっ
たと仮定した志願者数をII算 した上で 席次をベースに計算した推定偏差値

旨E営 :言 嘗 上にもっと大きく下がって

いると考えられます。この

点でいうと、進学者数の変

化は、 この中堅下位校のほ

うが影響が大きいといえます。俗にいわれているのは、偏差値58以上だとこのユニバー

(3)合衆国のロースクールでも、US News&World Reportが毎年出版するロースクールの

ランキングに一喜一憂 し、ランキングを上げること自体が目的になってしまっていること

については、Harper(2013)に 描かれている。
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サル化の影響というのは小さい。けれども、それ以下になると見た日の偏差値よりも

大きな学力低下がシミュレートできるわけなのです。このようなことが一つの現実で

す。

日本の大学の修了率の高さ

もう一つ注目すべきことは、ここにみてきたような海外の進学率はよく紹介される

のですけれども、修了率についてはほとんど紹介されていないことです。日本の大学

の教育を考えるのに、これを抜きにすることはできないと思うのですが、なぜかあま

り問題視されません。アメリカは入学した学生のうち約半分の学生が 4年間では卒業

しないのです。このように落第や退学が多いことを前提にすれば、うちの大学の教育

水準はここにある。だから、GPAが これまで回復しなかったから、あなたはもう放

校です、こういう指導ができるわけです。それによって教育水準を保とうとしていま

す。もちろん、日本のように新卒就職市場に参入できないとそこからの再挑戦が困難

な文化とは異なり、再挑戦があたりまえである文化がありますから、それも考えなけ

ればなりません。

高等教育の規定年限修了率 (2008)
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日本は90%が規定年限で卒業させます。その卒業率が低いと一般に教育機関の社会

的な評判が悪 くなる。あの大学はどんどん学生を入れてどんどん落としているという
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否定的な評価につながります。大学の外部評価でも留年率が高いとそれはネガティヴ

な意味で指摘されます (の。この点で学校教育文化が違うわけです。規定年限で卒業

させなかったら評価が落ちてしまう。

これは非常に重要な点と考えます。入学した人は全部、つまリー番最下位のグルー

プまで、全員最後まで教育 しなければいけない。それが日本の大学で教育を担う人々

に課せられているわけです。これ自体、いいか悪いか別として、現実の数字です。こ

ういった面での社会的評価があるから、多くの大学では、単位の易 しい、たくさん出

してくれる先生に受講生が集中する。あるいは、必修科目はカリキュラムの編成上で

は 3年生までに全て取れるように編成 している。 4年生で最後に必修科目を配置しな

い。もちろん 3年生までに落とした場合は、 4年生でもう1回履修できますから、卒

業できる蓋然性は高まります。しかし、 4年生の後期に必修科目を設定したら、もう

全部就職も決まりました、引越しも決めました、最後の必修科目を落としました、最

後の最後で留年ですということになるから、そのようなリスクは避けなければなりま

せん。だから最終学年に必修科目を配置しない、結果として 4年生の教育が空洞化 し

てしまうということが発生するわけです。

多様な学位課程における法学教育

それから、先ほどここでいう法学分野の参照基準は、決して法学部法学科法学士

課程の参照基準ではないということを申しましたが、学士号の問題にここで触れたい

と思います。学士号が大学設置基準の大綱化以降爆発的に増えまして600以上あるの

ですけれども、そのうちユニークな教育課程から出されているのが400以上あるので

す。つまり、ある大学のある学科でしか出していない学士 (○○)が400以上あると

いうことで、さすがに整理を始めようとしています (5)。

大学評価・学位授与機構の「学位に付記する専攻分野の名称に関する調査 (2011

(H23)年度調査)」 の中から、法学関係の学士号を出しているプログラムを数えたの

ですけれども、大体180あ ります。法学部だけではないのです。このうち学士 (法学)

に限定 して、約160です。その他に法律学などがありますし、国際関係法学、国際政

治経済学などまで含めると180ぐ らいになります。法学 。政治学という学科系統以外

この点で法科大学院は、厳格な成績評価が求められており、大学全体とは異なる基準で外

部評価されており、進級率、修了率が高すぎるとネガティヴな評価につながっている。

各分野の参照基準作成にあたった「大学教育の分野別保障の在り方検討委員会」には、

「学位に付記する専攻分野の名称の在り方検討分科会」が、2011(H23)年 から2012(H24)年

にかけて設置され審議がなされた。ただし、分科会報告書は骨子案までにとどまっている

ようである。この分科会については、httpブ /WWW tt gojp/ia/member/iinkai/daigaku/

gakui htmlを 参照。

(5)
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のところで、商学に分類される教育課程の中にも学士 (法学)を出しているところも

あります。専門教育としての法学、 これは決 して法学部法学科に限 られるものではな

いということは、私たちも念頭に置いておく必要があります。

これはカリキュラム編成や教育目的に、どういう点で関係 してくるかといえば、隣

接分野との接合 。融合といったものを、それぞれの教育課程が自分で考えざるをえな

いということです。典型的な法学部法学科であっても、多 くの場合、政治学分野の諸

科 目がそのカ リキュラム編成にあたり大きなウェイ トを占めている点に留意する必要

もあります。

外部試験による法学教育の「標準化」

もう一つ、 日本の法学教育の特徴 として挙げられることは、外部試験、すなわち資

格試験や公務員試験による法学教育の外的な標準化のモメントであります。学生にとっ

て、 この外部試験の勉強というのは、勉強をするための重要な目的、インセンティプ

になっています。そうすると、履修する授業を選択するにあたっても、そうした外部

試験に役に立つものということばかり考えるというようになってくるわけです。学力

水準 と試験難易度をふまえた、学生の側からみた法律系資格の階層化がみられます。

法律系の試験でいうならば、宅建・行政書士・公務員・ 司法書士・ 司法試験等につい

て、ランキングではないですけれども、難易度で階層があります。公務員でいっても、

公務員の消防・警察等は最近大変人気が高い。 これだけ就職難でも、今、全国で警察

官は年間の採用試験では、15,000人前後が合格 しています。採用人数でみれば、 もの

すごい優良企業ですので、人気が非常に高い。公務員でも国家の一般職、それか ら地

方上級といったものと、さらに国家の総合職では難易度が階層化されている。それか

ら試験形式でも択―・穴埋め 。記述・論述 と難 しくなっていく。就職試験ではありま

せんが、法学検定試験や ビジネス法学検定なども階層化されています。このような形

で目的を持っていても、大学の授業が「直接」役立つものというのはあまり多 くはあ

りません。確かに公務員試験等の科目のカバーはしているけれども、細かい法令につ

いては自学自習が前提です。

カリキュラムというのは、現在、全国の傾向だと必修科目がどんどん減 じています。

選択科目を増やしていくという傾向が見 られる。そうすると、先ほど別のところで触

れましたけれども、法学全体の見取図というのは、ますます見えにくくなっていくと

いうことが一方で言えるわけです。
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資格等 主たる試験科目

法科大学院進学 既修 (2年課程)主要 7科目 (憲民刑民訴刑訴商行)

司法試験予備試験 主要 7科目 (憲民刑民訴刑訴商行)

裁判所事務官I種試験
2次試験 小論文、憲法、民法、刑法及び民事訴談法又は刑事瞬訟法 4題の論文
試験

弁理士試験

工業所有権 (特許、実用新案、意匠、商標)に関する法令・条約、著作権法、不
正競争防止法、民法、民事訴訟法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律、行政法、国際私法

司法書士 憲民商刑、不動産登記・商業登記、供託・民事訴訟・民事執行・民事保全

土地家屋調査士 民法、登記申請・審査請求、平面測量・作図

社会保険労務士
労働基準法・労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労務管理、社会保険、
健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法

行政書士
憲法、行政法 (行政法の一般的な法理論、行政手続法、

件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、

行政不服審査法、行政事
民法、商法及び基礎法学

宅地建物取引主任者

民法、借地借家法、不動産登記法、区分所有法
国土利用計画法、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、土地区画整理法、
農地法
宅建業法
土地・建物の概要、宅地・建物に関する税、宅地・建物の需給及び実務、宅地・
建物の価格の評定

静岡法務雑誌 第 6号 (2014年 3月 )

このような外部試験というのは、一つの標準化の枠組みではあるのですけれども、

これが全てではないということも強調せねばなりません。どのような科目を外部試験

のために勉強をしなければいけないか。法科大学院入試の既修 2年課程で出るのは主

要 7科目です。憲法 。民法・刑法 。民訴・刑訴 。商法 。行政法、 7科目です。司法試

験予備試験はこれもやはり同じ7科目です。それから裁判所事務官の I種試験という

のがあります。これは2次試験で憲法、民法、刑法、民事訴訟法・刑事訴訟法の選択

でこれは4題の論文試験、かなり難度が高いです。それから弁理士試験は、工業所有

権法 。著作権法に加えて、行政法・民法・民事訴訟法 。経済法 。国際私法などを勉強

しなければいけない。これらの科目群は、伝統的な法学部のカリキュラム、教育体系

とよく一致するということがいえると思うのです。

しかし、法曹やこれらの専門職への道は、法学部の学生の大多数が目指していると

はいえません。ですから、この司法試験という目標は学部のカリキュラムの中で少数

派の学生のための教育になってしまうから、メインの教育目標としては立てられない

のですけれども、やはリカリキュラムとしてメニューでそろえておく。だから主要 7

科目についてはきちんとそのようなものを置いて、科目を提供することが伝統的にな

されてきたことなのです。

司法書士・土地家屋調査士 。社会保険労務士・行政書士・宅建、こういった資格は

学生がよく受けるものです。実際には司法書士試験は大変難しいのですけれども、社

労士・行政書士あたりですと、優秀な学生だと在学中に合格することもめずらしくあ

りません。表をごらんいただければ分かりますように、民法を中心に個別科目です。
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民法が中心です。司法書士には民事訴訟法があります。土地家屋調査士は平面測量・

作図などもあるし、例えば宅地建物の中で不動産登記法・区分所有法 。国土利用計画

法・都市計画法・建築基準法・宅地造成等規制法、このような中で授業の中で取り上

げても、 5分、10分、その程度しか教えない、といいますか、大学で個別科目になっ

ていないものが試験の中に入ってきているということも現実にみておく必要があると

思います。

表にはありませんが、地方公務員の試験では、訴訟法はほとんど出ません。だから、

公務員を目指す人は訴訟法をあまり勉強しません。それから、国家一般職や国税専門

官というのは、同じ公務員であっても科目選択の幅が広く、多様な人材を登用すると

いうことで、法律学が必須ではなくなってきています。20年ほど前からだんだん進行

してまいりまして、法律学抜きでも受けられます。逆に、経済学も勉強しなければい

けないという職種もあります。法学はつぶしがきくといわれていますけれども、確か

に法律科目は多いです。その中でも、先ほど見たような典型的な主要 7法とはは違う

ものがここには挙がってきていることに注目したいと思います。

履修課程・ カ リキュラムの課題

さて、こうした大学教育の現状を踏まえて、参照基準との関係で履修課程の課題に

ついて考えてみます。

4年次の教育 。政治学の位置づけ

一つは4年次の教育不在です。それから、政治学やその他の隣接分野を法学教育、

学部学科のカリキュラムの中でどのように位置づけるか、そしてそれをどうやってき

ちんと説明するかということです。政治学分野の参照基準も現在作成に向けて議論が

積み重ねられています。法律学の参照基準と政治学の参照基準、あるいは他の分野の

参照基準を組み合わせて「参照」しつつ、個別大学の個別教育課程の説明をしていく

ということになります。

法律学の基本的素養

それから法律学の基礎科目です。法学の基礎、基本素養を身につけさせる科目の内

容とレベルをどうするのか。これが実はかなり大きな問題です。この基本的素養を身

につけて、さらにアドバンスのものにも進めるし、ここで終わっても一定の法律的な

素養が身に着いているとみられるようなレベルを教育するというのは、これはかなり

神業に近いことといえます。 しかし、だからこそ、これが重要になってくるのではな

いかというように思います。
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その次に、外部試験との対応をどこまで考えるのかということです。この外部試験

にまるっきり対応してしまったら、予備校と一緒ですからそうではないし、また外部

試験にないからといって訴訟法を外 してしまっていいのかというと、それはもうまた

法学の体系性からいうととんでもない話だということにもなります。必修科目という

のは、現実にどこの法学教育課程でも減ってきています。スカスカになってきている

というように見ることもできますけれども、カリキュラム上は現実のほうが先行して

います。それを体系的にわかりやすく説明しようとすると、そこの少なくなった必修

科日で何をどこまで教えるのかということも、違った形で考えることができてきます。

そこで終わったとしても、一定の法律の基本的な考え方はある程度分かりますという

ことになってくるわけです。

法律上の規定の原則と例外の関係であるとか、あるいは条文の読み方といったよう

なことがきちんと学べているのかということです。また、裁判の仕組みであるといっ

たようなことが、どこまで学ぶことができたら、基本的な素養が身についたと考える

のかということを、やはりもう少し真剣に考えなければならないと思います。

ゼミナールの位置づけ

日本の大学のカリキュラムは、戦前からの伝統で卒業論文 (ゼ ミ論文)を書 くとい

うのが前提で組まれていますので、理科系だと所属する研究室になりますけれども、

文科系の場合は、ゼミナールに入ってそこで卒業論文を仕上げるというスタイルがそ

のまま残っていますので、単一のゼミナールに所属するということになります。これ

は、例えば特定の法分野の研究者を養成するには適合的なシステムですが、法律家を

育てるのにこれが果たして妥当なのかについて、いろいろ考える必要があるだろうと

思います。法律学分野についてはゼミナールについて半年あるいは 1年単位で開講し

ているところもあります。どのゼミも講義科目と同じように履修できる。例えば民法

と憲法と全部しっかり勉強したいといったら、両方をゼミで取ることができるという

ようなカリキュラムです。元々東大法学部がこのスタイルでありますが、他の大学で

も、そのようなかたちをとっているところはいくつかあります。だから、カリキュラ

ムが先イ子しているというのは、そのような意味でもいえます。別にもうこのような議

論するまでもなく、どんどんそのような工夫がされているのです。

また、法文作成技法がほとんど教えられていません。そのせいか、大学の中にもひ

どい規程がいっぱいあります。もっとこれはいろいろな形で教えることで、身につけ

させることができるだろうと思いますし、法文作成能力は、実技、スキル教育の一部

であるとみることもできます。ただし、法文作成自体は高度な技術でもありますので、

学部レベルでそれができるのかというのは考えておく必要があります。
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利用者としての教育

それから、法システムの利用者・ クライアントとしての教育です。利用のためのノ

ウハウ、あるいは交渉の能力などといったものを身につけるといったことです。弁護

士に依頼したら、いくらかかるか見当もつかないまま、学士 (法学)を取っている学

生が、山ほど、何万人もいます。これは、法学部教育として果たして社会的な要請に

応えているのか,疑間に思います。会社で上司から「法学部卒業だったよね、今度離

婚することになって弁護士頼もうと思うのだけど、弁護士費用は、どれくらいかかる

のか、わかる?」 と尋ねられても、見当もつかない法学士のほうが多数でしょう。今

はネットで調べられますけれども、そのようなことが、やはり教育から欠落している

といっことです。

教える側の課題

やはり段階を追った教育をしなければならないと、多くの教員は思っているのです

が、やはりそのノウハウ。方法論というのが十分に共有されていないだろうと思いま

す。ここからは、法学の学習段階というものを、あまり検討していないということが

みえてきます。例えば、他学部の学生を対象とする法学と、法学部の 1年生に対する

法学入門は同じでいいのか、同じでなければいけないのか、別でなければいけないの

かといったようなことが、少なくとも組織的あるいは学会を介した研究者集団 (6)で

は、考えられておらず、同じような内容で講義されているケースが少なくありません。

それから、法体系の見取図をあらかじめ示す授業が少ないことに加えて、法律学を

身につける意味は何かということについて、教える側にも紋切型イメージが大きいと

いうことがいえます。過去において、 リーガルマインドという用語が少し流行ったこ

とがありますが、結局、その意味するところはあいまいなまま使われていました。結

果として、科目名・単位数というのは、大学にとってみれば非常に重要で、けっこう

こだわりもあるのですが、それらの連携や連続性といったことについて、自主的なあ

るいは実質的な議論というのがあまりできていません。しかし、法学教育には他の学

問領域よりも有利な点もあります。それは、法律の体系性自体がある程度はこの問題

点をカバーしているということです。ですから、これまでになされてきたカリキュラ

ムからの必修科目の軽減や個別の科日間の調整などを言語化して、個別教員の工夫や

努力を共有するだけでもかなりの改善が望めるでしょう。

(6)初等・中等教育の法教育については「法と教育学会」

が、また法曹養成にあたつての臨床教育については

が組織されているが、「法学教育学会」は存在せず、

学会レベルで大きく取り上げることはほとんどない。

参照のこと。
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また学部レベルの法学教育について

以上の点については、藤本 (2011)
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学習集団としての学生

もう一つは、学生は集団ですから学習集団として捉えることの重要性です。偏差値

といっても、実際に入学する学生には、幅がある。学生がそれぞれ教え合う。教員が

生徒にしている学生同士がかってに勉強し合って、かってに伸びていく側面がありま

す。そのように全ての学生を 1対 1で カバーする必要は全然ない。やはり学習集団と

して、その学生を捉えるということですから、学生の中のリーダー層というのも重要

です。これは、 リーダー層の学生に教員の責任を分担させるということではありませ

ん。あくまで、学修集団として学生をとらえ、それをふまえた教育方法やカリキュラ

ムを工夫するということです。

法学「部」教育と参照基準

法学「部」教育のリステイ トメント

最後に、まとめとして今お話ししたようなことをイメージにまとめてみました。

法学「部」教育のリステイ トメント

彬

教育目的 法学部での科目群        進路

・ 大村敦志 (1997)「現代日本の法学教育―法学部における教育を中心に」岩波講座『現代の法15
現代法学の思想と方法』岩波書店、305338頁および大村芳昭(2010)r法教育と法学教育」中央学
院大学法学論叢第248第 1・ 2号、217242買を参考に藤本作成。

教育の目標としていろいろなことが考えられますけれども、法の自覚であるなどと

いうのは利用者、あるいは法理論、法の見方です、それから法律学の基礎教育、法曹

養成のための教育となります。

これだけ分析的に分類したとしても、学生は結構これを一体的に捉えています。自
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分には司法試験は無理だ、法科大学院は無理だけれども、頑張ればなんとか司法書士

になれるかな、あるいは公務員として国家の総合職を受けられるかな、それは無理だ

から国家一般職にしようというように、段階的に考えている。ですからこれは教育す

る側からしてみれば、やはり外部試験があるいうことも考えなければいけません。 こ

のようにいろいろな問題が重なってきます。公教育やあるいは市民教育・教養教育と

も非常に重なる部分があるということがいえると思います。

参照基準の効用

何よりも重要なのは、学術会議の参照基準と関係する報告書を活用 しつつ、各大学・

学部・学科が、十分な学術的基盤に立ち、理念と体系性を持った教育課程を構築する

ことです。 4年間でどういう学生を育てようとするのか、その学問を学ぶことで、学

生に何が身につ くのか、カリキュラムの改善と工夫の目的は何なのか。 こうした論点

についての内部での議論 と合意がなければ、単なる「作文Jで終わっていまいます。

参照基準を活用 した体系的カ リキュラムの効用は、カリキュラムの体系性・ 系統性

を明確にして、学生の立場に立 った実質的な改善を期待できるということです。学生

には学んでいる教育の意義を理解 してもらえ、また外部に対 して、その教育の意義を

説明 しやす くなります。国際的にも「学士」の説明がしやす くなります。 こうした作

業は、各大学・大学団体による自律的な質保証へつながっていくものとして構想され

ています。

形式主義で不信感を増幅させてしまう「質保証」ではなく、長期的にではあるが、

実質的に有効性を持つ質保証をどのようにしていくのかというのが、「学士力J～

「参照基準」の議論の問題意識なのです。

ここで紹介 しました「参照基準Jに ついては、各大学の実情に応 じて、「つまみ ぐ

い」されるべく用意されています。それがまさしく参照の意味するところであって、

教育課程の説明をまとめる際に、 ここに記載されていることすべてに言及 しなければ

ならないということではありません。

大学における法学教育のあり方についての状況をみつつ、「参照基準」が活用され

つつ、日本の法学教育が大きく改善されることを望んでやみません。
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